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保 医 発 0 3 0 4 第 １ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 長       

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長     

 

 

                       厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長 

（公 印 省 略）          

 

                       厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（公 印 省 略）          

 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

 

 標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第 5

4 号）等が公布され、令和４年４月１日より適用されることとなったところであるが、実施に伴う留意

事項は、医科診療報酬点数表については別添１、歯科診療報酬点数表については別添２及び調剤報酬

点数表については別添３のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関等

及び審査支払機関に対し、周知徹底を図られたい。 

 従前の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和２年３月５日保

医発 0305 第１号）は、令和４年３月 31 日限り廃止する。 
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第３章 介護老人保健施設入所者に係る診療料 

     

 ＜通則＞ 

介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する

療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者で

ある患者（以下「施設入所者」という。）が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料につ

いては、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入

所者に対しては、第１章基本診療料又は第２章特掲診療料は適用せず、第３章介護老人保健施設

入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。 

 

 第１部 併設保険医療機関の療養又は医療に関する事項 

併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」（平成 14 年３月８日保医発

第 0308008 号）に規定する保険医療機関をいう。 

１ 緊急時施設治療管理料 

(１) 平成 18 年７月１日から令和６年３月 31 日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 40 号）附則第 13 条に規定する転換を

行って開設した介護老人保健施設（以下「介護療養型老健施設」という。）においては、従

来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高いことか

ら、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付をするもの

である。 

(２) 介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の

患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休日

に緊急に往診を行った場合に算定する。ただし、患者１人につき 1 日１回、１月につき４回

に限る。 

(３) 患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医

師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない場

合のことをいう。 

ア 意識障害又は昏睡 

イ  急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

ウ  急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

エ  ショック 

オ  重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等） 

カ  その他薬物中毒等で重篤なもの 

(４) 併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合には、往診を行った患者の状態、当該介

護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った日時について診療録に記載するとともに、

診療報酬明細書の摘要欄に次の事項を記載すること。 

ア 併設保険医療機関の保険医が往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した

場合はその日時 

イ 対象患者が当該介護療養型老健施設の入所者である旨の記載 
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２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 

(１) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい

る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。 

(２) 区分番号「Ｃ１０２」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。 

３ 施設入所者材料料 

(１) 施設入所者材料料は、第２章第２部第２節第１款の在宅療養指導管理料（以下単に「在

宅療養指導管理料」という。）において算定することができるとされている特定保険医療材

料及び同節第２款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。 

(２) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。 

(３) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである

こと。  

４ その他の診療料 

(１) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙のとおりであ

ること。 

(２) 「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによるこ

と。 

(３) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医

療材料の費用についても算定できないものであること（ただし、「特掲診療料の施設基準等」

第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定で

きる。）。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費

用については、第１章及び第２章の例により算定できるものであること。 

 

 第２部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項 

１ 施設入所者共同指導料 

(１) 施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する

病院である保険医療機関の医師（以下「担当医」という。）が、介護老人保健施設に赴き、

介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、１入所に

つき１回に限り算定できるものであること。 

(２) 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるもの

であること。 

(３) 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施

設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。 

(４) 施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、退院時共同指

導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定できないものであること。 

(５) 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設

において行った指導の要点を記入すること。 

２ 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 

(１) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行ってい

る場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。 

(２) 区分番号「Ｃ１０２」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。 
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３ 施設入所者材料料 

(１) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている

特定保険医療材料及び第２章第２部第２節第２款の各区分に規定する加算の費用を算定する

ものであること。 

(２) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。 

(３) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものである

こと。  

４ その他の診療料 

(１) 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるの

は別紙のとおりであること。 

(２) 「特掲診療料の施設基準等」第十六及び別表第十二に規定する検査等の取扱いによるこ

と。 

(３) 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤及び保険医

療材料の費用についても算定できないものであること（ただし、「特掲診療料の施設基準等」

第十六第二号に掲げる内服薬及び外用薬並びに同第三号に掲げる注射薬の費用は別に算定で

きる。）。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤及び保険医療材料の費

用については、第１章及び第２章の例により算定できるものであること。 

 

（別紙） 

       （算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」） 

項   目 小  項  目 
併 設 保 険 
 
医 療 機 関 

そ の 他 

 基本診療料  初診料 × ○ 

  再診料 × ○ 

  外来診療料 × ○ 

 特掲診療料    

 医学管理等  退院時共同指導料１ × ○ 

 

 

 診療情報提供料(Ⅰ)（注４及び注 17

に限る。） 
× ○ 

 

 
 診療情報提供料(Ⅱ) × ○ 

 

 
 その他のもの × × 

 在宅医療  往診料 × ○ 

  その他のもの × × 

 検査   厚生労働大臣が定めるもの × × 

  その他のもの ○ ○ 
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 画像診断   ○ ○ 

 投薬   厚生労働大臣が定めるもの ○ ○ 

  その他のもの × × 

 注射  厚生労働大臣が定めるもの ○ ○ 

  その他のもの × × 

 リハビリテーション  厚生労働大臣が定めるもの × × 

  その他のもの ○ ○ 

 精神科専門療法   × × 

 処置   厚生労働大臣が定めるもの × × 

  その他のもの ○ ○ 

 手術   厚生労働大臣が定めるもの × × 

  その他のもの ○ ○ 

 麻酔   厚生労働大臣が定めるもの × × 

  その他のもの ○ ○ 

 
 放射線治療  
 
 病理診断 
 

 
○ 
 

○ 

○ 
 

○ 

 

  （注）厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労働省告示第 63

号）第十六及び別表第十二に規定されているものである。 

 

  


